
森林における伐採行為に関する手続き確認

このフローチャートでは、開発目的以外の伐採を、林業のための伐採として表記しています。

主伐とは、面的なまとまりをもった伐採（皆伐、択伐）のことです。

伐採方法

【森林法１５条】
伐採後30日 造林後30日

間伐 不要 不要

林業による
主伐 要提出※５ 要提出※６

開発による
主伐 要提出 -

【森林法１０条の８第１項】
【森林法１０条の８第２項】

【森林法１０条の２】

※３　国又は地方公共団体が行う開発行為については、林地開発許可申請は不要ですが、知事との協議及び「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
※４　保安林であって、森林経営計画に基づき伐採を行う場合は、「森林経営計画に係る伐採等の届出書（認定伐採届）」（森林法第15条）の手続きも併せて必要となります。

提出時期

森林の種類 伐採時点に必要な手続き 提出先 伐採後の状況報告

「Ｂ．伐採後の状況報告」

地域森林計画対象

民有林ですか？

普通林ですか？

保安林ですか？

森林経営計画に

基づいた伐採

ですか？

伐採は

林業のためですか？

開発のためですか？

皆伐ですか？

択伐・間伐ですか？

林業

開発

普
通
林
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事後に（伐採または造林

後３０日以内）

「森林経営計画に係る

伐採等の届出書」

事前に（伐採開始日の

９０～３０日以内）

「Ａ．伐採及び伐採後の

造林届出書」

事前に

「林地開発許可申請」

事前に

「保安林内立木伐採

許可申請」

【森林法３４条】

事前に（伐採開始日の

９０～２０日以内）

「保安林内（択伐・間伐）

届出書」

【森林法３４条の２及び３】

開発面積は１ha以下ですか？
※太陽光発電設備の設置を目的とする

開発行為の場合は0.5ha以下
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※
１

森林法に基づく届け出

は必要ありません。

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

※６ 林業による主伐後に、植栽によらず

天然更新する場合は、天然更新完了

時に提出してください。

※５伐採届の提出時期により、報告時期が異なります

◆H29.4.1～R4.3.31の間に届出を提出する場合

→林業による主伐は造林後、開発の場合は伐採後に

報告書の提出が必要

◆R4.4.1以降に届出を提出する場合

→主伐後及び造林後にそれぞれ報告書の提出が必要

※２

佐賀市、唐津市、鳥栖市、小城市、神埼市、

嬉野市での保安林の択伐及び間伐につい

ては、市役所の担当課に提出ください。

※１

農林事務所経由で県庁森林整備課へ提出。

※４

※３

※４


